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削りぶしの日本農林規格の見直しについて（案）

平成２０年３月２５日

農 林 水 産 省

１ 趣旨

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７

） 「 」５号 第１０条の規定及び ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準

（平成１７年８月農林物資規格調査会決定）に基づき、削りぶしの日本農林規格

（昭和５１年１２月３日農水省告示第１１２２号）について、標準規格の性格を

有するとして、消費者に良質な製品を提供する観点から所要の見直しを行う。

２ 内容

削りぶしは、消費者が日常的に使用しており、消費者保護の観点から標準が必

要であり、現在の製造の実情等を踏まえ、削りぶしの日本農林規格について、

（１）用語について、かれぶしを削ったものは「○○かれぶし削りぶし」とする

（２）かつお削りぶしのエキス分を１５％に改める

（３）粉末含有率について、ふしを筋繊維に対してほぼ直角に削ったものを別に

規定する

等の改正を行う。



削りぶしについて

１ 規格の位置づけ

消費者が日常的に使用していることから、一定の品質が期待されて削りぶしは、

の観点から標準が必要であり 削りぶしの日本農林規格は 標おり 消費者保護、 、 「

準規格」として位置づけられる。

２ 生産状況及び規格の利用実態

国内製造業者数 １０６業者

生産数量の増減率 １０．９％減（対平成１４年比）

年 次 生産数量（トン）

平成１４ ４５，４２７

平成１５ ４２，０５１

平成１６ ４２，８８９

平成１７ ４２，８６７

平成１８ ４０，４７１

格付率 平成１８年 １０％（ ）

・格付数量 ４，１５６トン

他法令等での引用 なし

※国内製造業者数は、社団法人全国削節工業協会の会員数

（削りぶし生産数量の約８割をカバー）



（参考）

１ 原料ぶしの製造方法 ２ 削りぶしの製造方法

原料魚 原料ぶし

選 別 選 別

生切り 洗 浄

煮 熟 蒸煮・焼軟

皮剥ぎ・骨抜き 冷却・寝かし

くん乾 （ふし） 切 削

表面削り 粉末除去

カビ付け 計量・充填

日 乾 （かれぶし）



削りぶしの日本農林規格の改正概要

１ 適用の範囲の変更

（改正内容）

「かつおぶし削りぶし 「かつお削りぶし」等定義の意味が消費者にとってわかりに」、

くいものとなっているため、例えば、かつおの場合、かれぶしを削ったものは「かつお

ぶし削りぶし」ではなく 「かつおかれぶし削りぶし」とする。、

改 正 案 現 行

この規格は、かつお削りぶし、かつおかれぶ この規格は、かつお削りぶし、かつおぶし削

し削りぶし、さば削りぶし、さばかれぶし削 りぶし、さば削りぶし、さばぶし削りぶし、

りぶし、まぐろ削りぶし、いわし削りぶし及 まぐろ削りぶし、いわし削りぶし及び混合削

び混合削りぶしに適用する。 りぶしに適用する。

２ 定義の変更

（改正内容）

・ 「かつおぶし削りぶし 「さばぶし削りぶし」の用語について 「かつおかれぶし」、 、

削りぶし 「さばかれぶし削りぶし」とする。」、

改 正 案 現 行

用 語 定 義 用 語 定 義

かつおかれぶし削りぶし （略） かつおぶし削りぶし （略）

さばかれぶし削りぶし （略） さばぶし削りぶし （略）

・ 「削りぶし」の定義について、わかりやすく簡潔な規定に改めることとし、削る状

態の規定を削除する。

・ 「薄削り 「厚削り 「糸削り」の定義について、わかりやすく簡潔な規定に改め」、 」、

ることとし、削り刃の規定を削除する。

(定義）

用 語 改 正 案 現 行

削りぶし 次に掲げるものをいう。 次に掲げるものをいう。

１ かつお、さば、まぐろ等の魚類に １ かつお、さば、まぐろ等の魚類に

ついて、その頭、内臓等を除去し、 ついて、その頭、内臓等を除去し、

煮熟によつてたん白質を凝固させた 煮熟によつてたん白質を凝固させた

後冷却し、水分が２６％以下になる 後冷却し、水分が２６％以下になる

（ 「 」 （ 「 」ようにくん乾したもの 以下 ふし ようにくん乾したもの 以下 ふし

という ）又はふし（かつおにあつ という ）又はふし（かつおにあつ。 。

ては、表面を削つたもの）に２番か ては、表面を削つたもの）に２番か

び以上のかび付けをしたもの（以下 び以上のかび付けをしたもの（以下

「かれぶし」という ）を削つたも 「かれぶし」という ）を薄片状、。 。



の 厚片状又は糸状に削つたもの

２ いわし、あじ等の魚類を煮熟によ ２ いわし、あじ等の魚類を煮熟によ

つてたん白質を凝固させた後乾燥し つてたん白質を凝固させた後乾燥し

たもの（以下「煮干し」という 又 たもの（以下「煮干し」という 又 

はこれらの魚類を煮熟によつてたん はこれらの魚類を煮熟によつてたん

白質を凝固させた後圧搾して魚油を 白質を凝固させた後圧搾して魚油を

除去し乾燥したもの（以下「圧搾煮 除去し乾燥したもの（以下「圧搾煮

干し」という ）を削つたもの 干し」という ）を薄片状又は厚片。 。

状に削つたもの

削りぶしのうち厚さ０．２㎜以下の片 削りぶしを平らな削り刃で厚さ０．２薄削り

状に削つたものをいう。 ㎜以下の片状に削つたものをいう。

削りぶしのうち厚さ０．２㎜ 削りぶしを平らな削り刃で厚さ０．２厚削り を超える

片状に削つたものをいう。 ㎜ 片状に削つたものをいう。を超える

削りぶしのうち糸状又はひも状に削つ 削りぶしを一定の間隔に溝をつけた削糸削り

たものをいう。 り刃で糸状又はひも状に削つたものを

いう。

３ 規格の変更

(1) かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし及びいわし削りぶしの規格

（改正内容）

・ エキス分について、かつお削りぶしはかつおぶし削りぶしと同等程度のエキス分で

あるため、１５％以上に改める。

・ 粉末含有率について、かつおのふし等を筋繊維にほぼ直角に削ったものは薄削りの

基準値（５％以下）をクリアすることに苦慮している。このため、薄削りのうち、か

つおのふし又はまぐろのふしを筋繊維に対してほぼ直角に削ったものは７％以下と

し、厚削りは粉末が発生しにくいことから一律３％以下とする。

(規格）

改 正 案 現 行

エキス分 かつお削りぶしにあつては１５％以 かつお削りぶしにあつては１４％以

上、さば削りぶし及びいわし削りぶ 上、さば削りぶし及びいわし削りぶ

しにあつては１１％以上、まぐろ削 しにあつては１１％以上、まぐろ削

りぶしにあつては１３％以上である りぶしにあつては１３％以上である

こと。 こと。

粉末含有率 １ 薄削り及び糸削りの場合 １ 薄削り、厚削り及び糸削りの場

かつお削りぶし及びまぐろ削り 合

ぶしにあつては５％以下、さば削 かつお削りぶし及びまぐろ削り

りぶしにあつては８％以下、いわ ぶしにあつては５％以下、さば削

し削りぶしにあつては１０％以下 りぶしにあつては８％以下、いわ

であること。ただし、砕片にあつ し削りぶしにあつては１０％以下

ては１０％以下、かつおのふし又 であること。



はまぐろのふしを筋繊維に対して

ほぼ直角に削ったものにあつては

７％以下であること。

２ 厚削りの場合 ２ 砕片の場合

３％以下であること。 １０％以下であること。

・ 容器のうちパック品に限定するのは、密封部の強度とする。

改 正 案 現 行

区 分 基 準 区 分 基 準

容器 状態 （略） 容器（パ 状態 （略）

密封部の強度 パ （略） ック品に 密封部の強度 （略）（

ック品に限る ） 限る ）。 。

(2) かつおぶし削りぶし及びさばぶし削りぶしの規格

（改正内容）

・ 「かつおぶし削りぶし 「さばぶし削りぶし」の用語について、定義と同様の改正」、

を行う。

・ 「粉末含有率」及び「容器」について、かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削

りぶし及びいわし削りぶしの規格と同様の改正を行う。

(3) 混合削りぶしの規格

（改正内容）

・ 「容器」について、かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし及びいわし削

りぶしの規格と同様の改正を行う。

４ 測定方法等の変更

（改正内容）

・ 水分、エキス分及び粉末含有率の測定方法について、ふるいの規定を現状に合わせ

たものにする。

・ エキス分の測定方法について、わかりやすく詳細な表現ぶりとし、同等性が確認さ

れた改良法を規定することとする。

(測定方法等）

改 正 案 現 行

水分 日本工業規格Ｚ８８０１－１（２００６ （以下「ＪＩＳＺ８ 日本工業規格Ｚ８）

。 （ ）８０１－１」という ）に規定する目開き８５０μｍの試験用 ８０１ １９９４

ふるいを通るまで細砕した試料約２ｇを計り取り、１００℃ （以下「ＪＩＳＺ

」 。）で５時間乾燥した後、ひよう量し、乾燥前の重量と乾燥後の ８８０１ という

重量との差の試料重量に対する百分比を水分とする。 に規定する試験用

ふるいの８５０μ



ｍのふるい目を通

るまで細砕した試

料約２ｇを計り取

り、１００℃で５

時間乾燥した後、

ひよう量し、乾燥

前の重量と乾燥後

の重量との差の試

料重量に対する百

。分比を水分とする

エ キ ス １ 試料溶液の調製 ＪＩＳＺ８８

分 ＪＩＳＺ８８０１－１に規定する目開き８５０μｍの試 ０１に規定する

験用ふるいを通るまで粉砕した試料５ｇを０．０１ｇの単 試験用ふるいの

位まで５００ｍｌ容の三角フラスコに量り取り、そこに水 ８５０μｍのふ

２４５ｇを０．０１ｇの単位まで量り取って加え、冷却管 るい目を通るま

を付して加熱し 時々撹拌しながら沸騰を２０分間続ける で細砕して均一、 。

加熱終了後、沸騰が収まったら残さとともに内容物をろ紙 とした試料５ｇ

５種Ｂを用いてろ過し、冷却して試料溶液とする。 を５００ 容の

２ 固形物重量 共通すり合わせ

析出物がある場合はよく振り混ぜて均質とした試料溶液 三角フラスコに

５０ｇを蒸発皿に０．０１ｇの単位まで量り取り、水浴上 取り、約２００

で加熱して蒸発乾固させる。蒸発皿を９８±２℃の恒温乾 の蒸留水を加

燥器中で正確に１時間乾燥し、デシケータ中に１時間放冷 え、冷却管を付

後、０．０１ｇの単位まで重量を測定して乾燥後の固形物 して直火で加熱

重量とする。 し、沸とうを２

、３ 食塩分 ０分間続けた後

試料溶液５０ｇを０．０１ｇの単位まで１００ｍｌの全 残さとともに内

量フラスコに量り取り、これに１５％フェロシアン化カリ 容物を２５０

ウム溶液２ｍｌを加え、十分に混合した後、２３％酢酸亜 のメスフラスコ

鉛溶液２ｍｌを加え 水で定容した後 再度十分に混合し に移して約７０、 、 、

約３０分間静置した後、ろ紙５種Ｂでろ過する。このろ液 ℃で定容とし、

について、次により滴定を行う。 直ちにガラスフ

（ ．モール法による場合 ィルター Ｎｏ

） 。ろ液を全量ピペットで２０ｍｌ取り、指示薬として２ ４ でろ過する

％クロム酸カリウム溶液１ｍｌを加え、ビュレットを用 このろ液５０

いて０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀溶液で滴定する。また、 を直径６０㎜の

空試験には水を用い、同様に滴定する。 硬質ガラス製蒸

電位差滴定法による場合 発皿に取り、水

ろ液を全量ピペットで２０ｍｌ取り、電位差滴定装置 浴器上で蒸発乾

を用いて０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀溶液で滴定する。 固させ、更に９

４ 計算 ８±１℃の恒温



固形物重量 器中で正確に１

Ｗ －Ｗ Ｓ＋Ｄ 時間乾燥し、デ1 2

固形物重量（％）＝ ×１００× シケータ中に１

Ｌ Ｓ 時間放冷後、ひ1

Ｗ ：乾燥後の試料固形物及び蒸発皿の重量（ｇ） よう量し、乾燥1

Ｗ ：蒸発皿の重量（ｇ） 後の固形物重量2

Ｌ ：試料溶液の採取重量（ｇ） を計算する。1

Ｓ：試料の採取重量（ｇ） のろ液５０ 

Ｄ：加えた水の重量（ｇ） を１００ の 

食塩分 メスフラスコに

取り、これに１0.002922×（Ｔ－Ｂ）×Ｆ×５ Ｓ＋Ｄ

＝ ５％フェロシア食塩分（％） ×100×

Ｌ Ｓ ン化カリウム溶2

液２ を加え、

0.002922：０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀標準溶液１ｍｌに相 十分に混合した

当する食塩の重量（ｇ） 後、２３％酢酸

Ｔ：０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀標準溶液の滴定値（ｍｌ） 亜鉛溶液２ を

Ｂ：空試験滴定量（ｍｌ （電位差滴定装置で滴定する場 加え、蒸留水で）

合は０とする ） 定容とし、約３。

Ｆ：０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀標準溶液の力価 ０分間静置した

Ｌ ：試料溶液の採取重量（ｇ） 後、ろ過する。2

Ｓ：試料の採取重量（ｇ） このろ液２０

Ｄ：加えた水の重量（ｇ） に２％クロム酸

エキス分 カリ液１ を加 

固形物重量で得た値から 食塩分で得た値を差し引 え、０．０５ｍ 

き、試料の水分を１５％として換算して得た値をエキス分 ｏｌ／Ｌ硝酸銀

。とする。 溶液で滴定する

この滴定値から

食塩重量を計算（ （ ） （ ）） （ ）固形物重量 ％ －食塩分 ％ × １００－１５

＝ する。エキス分（％）

により得た １００－（試料の水分（％ ））

乾燥後の固形物

注１：試験に用いる水は、蒸留法若しくはイオン交換法によ 重量と で得た

って精製した水又は逆浸透法、蒸留法、イオン交換法な 食塩重量との差

どを組み合わせた方法によって精製した水とする。 の試料重量に対

注２：試験に用いる試薬及びろ紙は、ＪＩＳの特級、化学分 する百分比を算

析用などの規格に適合するものとする。 出し、試料の水

注３：試験に用いる全量ピペット、全量フラスコ及びビュレ 分を１５％とし

ットは、ＪＩＳＲ３５０５に規定するクラスＡ又は同等 て換算して得た

以上のものを使用する。 値をエキス分と

注４：使用する蒸発皿は予め９８±２℃の恒温乾燥器中で１ する。



時間乾燥し、デシケーター中に１時間放冷後、０．０１

ｇの単位まで重量を求めたものを用いる。

全試料（内容量が３０ｇ以下のものにあつては約３０ｇにな 全試料（内容量が粉末含有

るまでの重量）をＪＩＳＺ８８０１－１に規定する目開き８ ３０ｇ以下のもの率

５０μｍの試験用ふるいを通過したものの重量の試料重量に にあつては約３０

対する百分比を粉末含有率とする。 ｇになるまでの重

量）をＪＩＳＺ８

８０１に規定する

試験用ふるいの８

５０μｍのふるい

目を通過したもの

の重量の試料重量

に対する百分比を

。粉末含有率とする

・ かれぶしの使用の有無及び魚種の判定方法については、ＪＡＳ法の改正により登録

格付機関の格付が廃止されたことにより、規格として規定する必要がないことから削

除する。

(測定方法等）

改正案 現 行

削る 削る前に表面であつた部分を含む削り片を１００倍に拡大して見た際かれぶしの ［ 。］

に、表面にかびの胞子が見られる場合、かれぶしを使用していると判定使用の有無

する。

魚種 削る 削り片のマイオトーム及び筋繊維束の切断面の状態について、マイオト［ 。］

ームの間隔が、かつおにあつては図１の の、さばにあつては図２の 

の、まぐろにあつては図３の の、いわしにあつては図４の の、あじ 

にあつては図５の のとおりであり、かつ、削り片を１０倍に拡大して

見た際に、マイオトーム及び筋繊維束の切断面が、かつおにあつては図

１の の、さばにあつては図２の の、まぐろにあつては図３の の、  

いわしにあつては図４の の、あじにあつては図５の のとおりである 

場合、それぞれ当該魚種であると判定する。

図１ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面は非



比較的広い。 直線的に並び、互いに交

錯しており、マイオトー

ムはやや不明瞭である。

図２ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面は直

比較的広い。 線的に並び、マイオトー

ムは太く明瞭である。

図３ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面は非

比較的広い。 直線的に並び、互いに交

錯しており、マイオトー

ムは不明瞭である。

図４ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面はおお

比較的狭い。 むね直線的に並び、マイオ



トームは明瞭である。

図５ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面はおお

比較的広い。 むね直線的に並び、マイオ

トームは細く明瞭である。
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削りぶしの日本農林規格（昭和５１年１２月３日農林省告示第１１２２号）の一部改正新旧対照表

改 正 案 現 行

削りぶしの日本農林規格 削りぶしの日本農林規格

（適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 この規格は、かつお削りぶし、かつおかれぶし削りぶし、さば削りぶし、さばかれぶし削り 第１条 この規格は、かつお削りぶし、かつおぶし削りぶし、さば削りぶし、さばぶし削りぶし、ま

ぶし、まぐろ削りぶし、いわし削りぶし及び混合削りぶしに適用する。 ぐろ削りぶし、いわし削りぶし及び混合削りぶしに適用する。

（定義） （定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお 第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。 りとする。

用 語 定 義 用 語 定 義

次に掲げるものをいう。 削りぶし 次に掲げるものをいう。削りぶし

１ かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮 １ かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮

熟によつてたん白質を凝固させた後冷却し、水分が２６％以下になるよう 熟によつてたん白質を凝固させた後冷却し、水分が２６％以下になるよう

にくん乾したもの（以下「ふし」という。）又はふし（かつおにあつては にくん乾したもの（以下「ふし」という。）又はふし（かつおにあつては

、表面を削つたもの）に２番かび以上のかび付けをしたもの（以下「かれ 、表面を削つたもの）に２番かび以上のかび付けをしたもの（以下「かれ

ぶし」という。）を削つたもの ぶし」という。）を薄片状、厚片状又は糸状に削つたもの

２ いわし、あじ等の魚類を煮熟によつてたん白質を凝固させた後乾燥した ２ いわし、あじ等の魚類を煮熟によつてたん白質を凝固させた後乾燥した

もの（以下「煮干し」という 又はこれらの魚類を煮熟によつてたん白質 もの（以下「煮干し」という 又はこれらの魚類を煮熟によつてたん白質 

を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの（以下「圧搾煮干し」 を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの（以下「圧搾煮干し」

という。）を削つたもの という。）を薄片状又は厚片状に削つたもの

３ （略） ３ １及び２を混合したもの

かつお削りぶし 削りぶしのうち、かつおのふしを削つたものをいう。かつお削りぶし （略）

かつおぶし削りぶ 削りぶしのうち、かつおのかれぶしを削つたものをいう。かつおかれぶし削 （略）

しりぶし

さば削りぶし 削りぶしのうち、さばのふし又は煮干しを削つたものをいう。さば削りぶし （略）

さばぶし削りぶし 削りぶしのうち、さばのかれぶしを削つたものをいう。さばかれぶし削り （略）

ぶし

まぐろ削りぶし 削りぶしのうち、まぐろのふしを削つたものをいう。まぐろ削りぶし （略）

いわし削りぶし 削りぶしのうち、いわしのふし又は煮干しを削つたものをいう。いわし削りぶし （略）

削りぶしのうち、２種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干 混合削りぶし 削りぶしのうち、２種以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干し混合削りぶし

し（さばに限る。）を削つて混合したものをいう。 （さばに限る。）を削つて混合したものをいう。

削りぶしのうち厚さ０．２㎜以下の片状に削つたものをいう。 薄削り 削りぶしを平らな削り刃で厚さ０．２㎜以下の片状に削つたものをいう。薄削り

削りぶしのうち厚さ０．２㎜ 片状に削つたものをいう。 厚削り 削りぶしを平らな削り刃で厚さ０．２㎜ 片状に削つたものをいう。厚削り を超える を超える

削りぶしのうち糸状又はひも状に削つたものをいう。 削りぶしを一定の間隔に溝をつけた削り刃で糸状又はひも状に削つたものを糸削り 糸削り

いう。

薄削りを破砕したものをいう。砕片 （略） 砕片
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（かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし及びいわし削りぶしの規格） （かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし及びいわし削りぶしの規格）

第３条 かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし及びいわし削りぶしの規格は次のとおりと 第３条 かつお削りぶし、さば削りぶし、まぐろ削りぶし及びいわし削りぶしの規格は次のとおりと

する。 する。

区 分 基 準 区 分 基 準

性状 （略） 性状 １ 色沢が良好であること。

２ 香味が良好であること。

３ 削り片の形状がそろつていること。

４ きよう雑物がほとんどないこと。

水分 （略） 水分 ９％以上１７％以下であること。ただし、気密性のある容器に入れ、かつ、

不活性ガスを充てんしたもの（以下「パック品」という。）にあつては、２

１％以下であること。

エキス分 かつお削りぶしにあつては１５％以上、さば削りぶし及びいわし削りぶしに エキス分 かつお削りぶしにあつては１４％以上、さば削りぶし及びいわし削りぶしに

あつては１１％以上、まぐろ削りぶしにあつては１３％以上であること。 あつては１１％以上、まぐろ削りぶしにあつては１３％以上であること。

粉末含有率 １ 薄削り及び糸削りの場合 粉末含有率 １ 薄削り、厚削り及び糸削りの場合

かつお削りぶし及びまぐろ削りぶしにあつては５％以下、さば削りぶし かつお削りぶし及びまぐろ削りぶしにあつては５％以下、さば削りぶし

にあつては８％以下、いわし削りぶしにあつては１０％以下であること。 にあつては８％以下、いわし削りぶしにあつては１０％以下であること。

ただし、砕片にあつては１０％以下、かつおのふし又はまぐろのふしを筋

繊維に対してほぼ直角に削ったものにあつては７％以下であること。

２ 厚削りの場合

３％以下であること。 ２ 砕片の場合

１０％以下であること。

原材料 （略） 原材料 次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。

１ かつお削りぶしにあつては、かつおのふし

２ さば削りぶしにあつては、さばのふし及び煮干し

３ まぐろ削りぶしにあつては、まぐろのふし

４ いわし削りぶしにあつては、いわしのふし及び煮干し

容 状態 （略） 容 状態 １ 外観が良好であること。

器 器 ２ 密封部にフィルムのひだがないこと。

３ 密封部に内容物のかみ込みがないこと。（

密封部の強度 （略） パ 密封部の強度 第６条に規定する密封部の強度の測定において、２．０㎏以上であること。

（パック品に ッ

限る。） ク

品

に

限



）

異物 （略） 異物 混入していないこと。

内容量 （略） 内容量 表示重量に適合していること。
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（かつおかれぶし削りぶし及びさばかれぶし削りぶしの規格） （かつおぶし削りぶし及びさばぶし削りぶしの規格）

第４条 かつおかれぶし削りぶし及びさばかれぶし削りぶしの規格は、次のとおりとする。 第４条 かつおぶし削りぶし及びさばぶし削りぶしの規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準 区 分 基 準

性状 （略） 性状 １ 色沢が良好であること。

２ 香味が優良であること。

３ 削り片の形状がそろつていること。

４ きよう雑物がほとんどないこと。

水分 （略） 水分 前条の規格の水分と同じ。

エキス分 かつおかれぶし削りぶしにあつては１５％以上、さばかれぶし削りぶしにあ エキス分 かつおぶし削りぶしにあつては１５％以上、さばぶし削りぶしにあつては１

つては１１％以上であること。 １％以上であること。

粉末含有率 １ 薄削り及び糸削りの場合 粉末含有率 １ 薄削り、厚削り及び糸削りの場合

かつおかれぶし削りぶしにあつては５％以下、さばかれぶし削りぶしに かつおぶし削りぶしにあつては５％以下、さばぶし削りぶしにあつては

あつては８％以下であること。ただし、砕片にあつては１０％以下、かつ ８％以下であること。

おのかれぶしを筋繊維に対してほぼ直角に削ったものにあつては７％以下

であること。

２ 厚削りの場合 ２ 砕片の場合

３％以下であること。 １０％以下であること。

原材料 かつおかれぶし削りぶしにあつてはかつおのかれぶし以外のものを、さばか 原材料 かつおぶし削りぶしにあつてはかつおのかれぶし以外のものを、さばぶし削

れぶし削りぶしにあつてはさばのかれぶし以外のものをそれぞれ使用してい りぶしにあつてはさばのかれぶし以外のものをそれぞれ使用していないこ

ないこと。

容器 （略） 容器（パック品に 前条の規格の容器と同じ。

限る。）

異物 （略） 異物 混入していないこと。

内容量 （略） 内容量 表示重量に適合していること。

（混合削りぶしの規格） （混合削りぶしの規格）

第５条 混合削りぶしの規格は、次のとおりとする。 第５条 混合削りぶしの規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準 区 分 基 準

性状 （略） 性状 第３条の規格の性状と同じ。

水分 （略） 水分 第３条の規格の水分と同じ。

エキス分 （略） エキス分 １０％以上であること。

粉末含有率 （略） 粉末含有率 １０％以下であること。

圧搾煮干しの配合 （略） 圧搾煮干しの配合 １０％以下であること。

割合 割合

原材料 （略） 原材料 ふし、かれぶし、煮干し及び圧搾煮干し（さばに限る。）以外のものを使用

していないこと。

容器 （略） 容器（パック品に 第３条の規格の容器と同じ。

限る。）

異物 （略） 異物 混入していないこと。
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内容量 （略） 内容量 表示重量に適合していること。

（測定方法） （測定方法等）

第６条 第３条から前条までの規格における水分、エキス分、粉末含有率及び密封部の強度の測定方 第６条 第３条から前条までの規格における水分、エキス分、粉末含有率及び密封部の強度の測定方

法は、次のとおりとする。 法並びに第４条の規格におけるかれぶしの使用の有無及び第３条から前条までの規格における原料

魚種の判定方法は、次のとおりとする。

事 項 測 定 方 法 事 項 測 定 方 法 等

水分 日本工業規格Ｚ８８０１－１（２００６）（以下「ＪＩＳＺ８８０１－１」 水分 日本工業規格Ｚ８８０１（１９９４）（以下「ＪＩＳＺ８８０１」という。

という。）に規定する目開き８５０μｍの試験用ふるいを通るまで細砕した ）に規定する試験用ふるいの８５０μｍのふるい目を通るまで細砕した試料

試料約２ｇを計り取り、１００℃で５時間乾燥した後、ひよう量し、乾燥前 約２ｇを計り取り、１００℃で５時間乾燥した後、ひよう量し、乾燥前の重

の重量と乾燥後の重量との差の試料重量に対する百分比を水分とする。 量と乾燥後の重量との差の試料重量に対する百分比を水分とする。

エキス分 １ 試料溶液の調製 エキス分 ＪＩＳＺ８８０１に規定する試験用ふるいの８５０μｍのふるい目を通

ＪＩＳＺ８８０１－１に規定する目開き８５０μｍの試験用ふるいを通 るまで細砕して均一とした試料５ｇを５００ 容の共通すり合わせ三角フ

るまで粉砕した試料５ｇを０．０１ｇの単位まで５００ｍｌ容の三角フラ ラスコに取り、約２００ の蒸留水を加え、冷却管を付して直火で加熱し

スコに量り取り、そこに水２４５ｇを０．０１ｇの単位まで量り取って加 、沸とうを２０分間続けた後、残さとともに内容物を２５０ のメスフラ

え、冷却管を付して加熱し、時々撹拌しながら沸騰を２０分間続ける。加 スコに移して約７０℃で定容とし、直ちにガラスフィルター（Ｎｏ．４）

熱終了後、沸騰が収まったら残さとともに内容物をろ紙５種Ｂを用いてろ でろ過する。このろ液５０ を直径６０㎜の硬質ガラス製蒸発皿に取り、

過し、冷却して試料溶液とする。 水浴器上で蒸発乾固させ、更に９８±１℃の恒温器中で正確に１時間乾燥

２ 固形物重量 し、デシケータ中に１時間放冷後、ひよう量し、乾燥後の固形物重量を計

析出物がある場合はよく振り混ぜて均質とした試料溶液５０ｇを蒸発皿 算する。

に０．０１ｇの単位まで量り取り、水浴上で加熱して蒸発乾固させる。蒸 のろ液５０ を１００ のメスフラスコに取り、これに１５％フェロ   

発皿を９８±２℃の恒温乾燥器中で正確に１時間乾燥し、デシケータ中に シアン化カリウム溶液２ を加え、十分に混合した後、２３％酢酸亜鉛溶

１時間放冷後、０．０１ｇの単位まで重量を測定して乾燥後の固形物重量 液２ を加え、蒸留水で定容とし、約３０分間静置した後、ろ過する。こ

とする。 のろ液２０ に２％クロム酸カリ液１ を加え、０．０５ｍｏｌ／Ｌ硝酸 

３ 食塩分 銀溶液で滴定する。この滴定値から食塩重量を計算する。

試料溶液５０ｇを０．０１ｇの単位まで１００ｍｌの全量フラスコに量 により得た乾燥後の固形物重量と で得た食塩重量との差の試料重量  

り取り、これに１５％フェロシアン化カリウム溶液２ｍｌを加え、十分に に対する百分比を算出し、試料の水分を１５％として換算して得た値をエ

混合した後、２３％酢酸亜鉛溶液２ｍｌを加え、水で定容した後、再度十 キス分とする。

分に混合し、約３０分間静置した後、ろ紙５種Ｂでろ過する。このろ液に

ついて、次により滴定を行う。

モール法による場合

ろ液を全量ピペットで２０ｍｌ取り、指示薬として２％クロム酸カリ

ウム溶液１ｍｌを加え、ビュレットを用いて０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀

溶液で滴定する。また、空試験には水を用い、同様に滴定する。

電位差滴定法による場合

ろ液を全量ピペットで２０ｍｌ取り、電位差滴定装置を用いて０．０

５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀溶液で滴定する。

４ 計算

固形物重量

Ｗ －Ｗ Ｓ＋Ｄ1 2
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固形物重量（％）＝ ×１００×

Ｌ Ｓ1

Ｗ：乾燥後の試料固形物及び蒸発皿の重量（ｇ）1

Ｗ：蒸発皿の重量（ｇ）2

Ｌ：試料溶液の採取重量（ｇ）1

Ｓ：試料の採取重量（ｇ）

Ｄ：加えた水の重量（ｇ）

食塩分

0.002922×（Ｔ－Ｂ）×Ｆ×５ Ｓ＋Ｄ

食塩分（％）＝ ×１００×

Ｌ Ｓ2

0.002922：０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀標準溶液１ｍｌに相当する

食塩の重量（ｇ）

Ｔ：０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀標準溶液の滴定値（ｍｌ）

Ｂ：空試験滴定量（ｍｌ）（電位差滴定装置で滴定する場合は０

とする。）

Ｆ：０．０５ｍｏｌ／ｌ硝酸銀標準溶液の力価

Ｌ：試料溶液の採取重量（ｇ）2

Ｓ：試料の採取重量（ｇ）

Ｄ：加えた水の重量（ｇ）

エキス分

固形物重量で得た値から 食塩分で得た値を差し引き、試料の水分 

を１５％として換算して得た値をエキス分とする。

（固形物重量（％）－食塩分（％））×（１００－１５）

エキス分（％）＝

１００－（試料の水分（％））

注１：試験に用いる水は、蒸留法若しくはイオン交換法によって精製した水

又は逆浸透法、蒸留法、イオン交換法などを組み合わせた方法によっ

て精製した水とする。

注２：試験に用いる試薬及びろ紙は、ＪＩＳの特級、化学分析用などの規格

に適合するものとする。

注３：試験に用いる全量ピペット、全量フラスコ及びビュレットは、ＪＩＳ

Ｒ３５０５に規定するクラスＡ又は同等以上のものを使用する。

注４：使用する蒸発皿は予め９８±２℃の恒温乾燥器中で１時間乾燥し、デ

シケーター中に１時間放冷後、０．０１ｇの単位まで重量を求めたも

のを用いる。

粉末含有率 全試料（内容量が３０ｇ以下のものにあつては約３０ｇになるまでの重量） 粉末含有率 全試料（内容量が３０ｇ以下のものにあつては約３０ｇになるまでの重量）
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をＪＩＳＺ８８０１－１に規定する目開き８５０μｍの試験用ふるいを通過 をＪＩＳＺ８８０１に規定する試験用ふるいの８５０μｍのふるい目を通過

したものの重量の試料重量に対する百分比を粉末含有率とする。 したものの重量の試料重量に対する百分比を粉末含有率とする。

密封部の強度 （略） 密封部の強度

容器の密封箇所を

図のように切り取つ

て開き、その開いた

両端を、３００±２

０㎜／分の速度で引

つ張り、密封部がは

く離するまでの最大

荷重を測定し、その

値をキログラムで表

わしたものを密封部

の強度とする。

［削る。］ ［削る。］ かれぶしの使用の 削る前に表面であつた部分を含む削り片を１００倍に拡大して見た際に、表

有無 面にかびの胞子が見られる場合、かれぶしを使用していると判定する。

［削る。］ ［削る。］ 魚種 削り片のマイオトーム及び筋繊維束の切断面の状態について、マイオトーム

の間隔が、かつおにあつては図１の の、さばにあつては図２の の、まぐ 

ろにあつては図３の の、いわしにあつては図４の の、あじにあつては図 

５の のとおりであり、かつ、削り片を１０倍に拡大して見た際に、マイオ

１５

４０～８０

密封部

容器の外

周の一部

４０～８０

１５

単位：ミリメートル
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トーム及び筋繊維束の切断面が、かつおにあつては図１の の、さばにあつ

ては図２の の、まぐろにあつては図３の の、いわしにあつては図４の  

の、あじにあつては図５の のとおりである場合、それぞれ当該魚種である

と判定する。

図１ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面は非

比較的広い。 直線的に並び、互いに交

錯しており、マイオトー

ムはやや不明瞭である。

図２ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面は直

比較的広い。 線的に並び、マイオトー

ムは太く明瞭である。

図３ 
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注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面は非

比較的広い。 直線的に並び、互いに交

錯しており、マイオトー

ムは不明瞭である。

図４ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面はおお

比較的狭い。 むね直線的に並び、マイオ

トームは明瞭である。

図５ 

注：マイオトームの間隔は 注：筋繊維束の切断面はおお

比較的広い。 むね直線的に並び、マイオ

トームは細く明瞭である。



農林物資規格調査会部会議事次第

日時：平成１９年１０月２日（火）

１４時～

場所：農林水産省第２特別会議室

１ 開会

２ 審議官挨拶

３ 議題

(１）日本農林規格の見直しについて

・食用精製加工油脂の日本農林規格の改正

・マーガリン類の日本農林規格の改正

・ショートニングの日本農林規格の改正

・削りぶしの日本農林規格の改正

（２）品質表示基準の見直しについて

・ショートニング品質表示基準の廃止

・削りぶし品質表示基準の改正

（３）その他

４ 閉会

配付資料

１ 農林物資規格調査会部会委員名簿

２ 食用精製加工油脂の日本農林規格の見直しについて（案）

３ マーガリン類の日本農林規格の見直しについて（案）

４ ショートニングの日本農林規格の見直しについて（案）

５ ショートニング品質表示基準の廃止について（案）

６ 削りぶしの日本農林規格の見直しについて（案）

７ 削りぶし品質表示基準の改正について（案）

８ ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準



農林物資規格調査会部会委員名簿

氏 名 役 職

◎ 石井 胖行 （財）食品産業センター参与

◎ 香西 みどり お茶の水女子大学生活科学部教授

◎ 加藤 さゆり 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長

◎ 仲田 恵利子 関西生活者連合会理事

◎ 並木 利昭 日本スーパーマーケット協会専務理事

○ 粟生 美世 （社）栄養改善普及会理事

○ 久野 匠一 （社）全国削節工業協会理事

○ 澤木 佐重子 （社）全国消費生活相談員協会

○ 田丸 せつ子 全国生活学校連絡協議会副会長

○ 東海林 茂 日本マーガリン工業会技術委員会委員長

○ 徳永 瑛子 日本主婦連合会副会長

○ 長谷川 朝惠 消費者（消費生活アドバイザー）

○ 堀江 雅子 （財）ベターホーム協会常務理事

○ 槇島 慎一 全日本菓子協会

○ 松井 千輝 公募委員

○ 森 修三 つゆ類専門委員会委員

○ 山根 香織 主婦連合会副会長

（ ） （ 、 ）注 ◎：農林物資規格調査会委員 五十音順 敬称略

○：農林物資規格調査会専門委員



パブリック・コメント等募集結果

規制の設定又は改廃に係る意見の提出手続きに寄せられた意見・情報

（削りぶしの日本農林規格の改正案）

１．改正案に係る意見・情報の募集の概要（募集期間：H19.10.17～H19.11.15）

受付件数 なし

２．事前意図公告によるコメント（募集期間：H20.1.18～H20.3.13)

受付件数 なし
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